
川崎市児童保護措置費等支弁基準 

（平成 30年３月 16 日 29 川ここ福第 905 号 市長決裁） 

 

（目的） 

第１条 この基準は、児童福祉法（昭和 22年法律第 164 号。以下「法」という。）の規定により児童等、母

子等又は児童自立生活援助対象者が児童福祉施設等に入所し、又は一時保護された場合に、本市が児童保

護措置費及び処遇改善費を支弁する際の基準を定めることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）児童等 法第６条の２第１項に規定する児童等をいう。 

（２）児童数 児童福祉施設等に入所する児童等の数をいう。 

（３）母子等 法第 23 条第１項に規定する配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者

の監護すべき児童等をいう。 

（４）児童自立生活援助対象者 法第６条の３第１項第２号に規定する児童自立生活援助事業の対象者を

いう。 

（５）児童福祉施設等 法第６条の３第１項に規定する児童自立生活援助事業、同条第８項に規定する小規

模住居型児童養育事業（以下「ファミリーホーム」という。）及び法第６条の４に規定する里親並びに

法第７条に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設

及び里親支援センターをいう。 

（６）入所 法第 23 条第１項、法第 27 条第１項、法第 33条の６第１項又は同条第６項の規定により児童

等、母子等又は児童自立生活援助対象者が児童福祉施設等に入所し、又は委託される場合をいう。 

（７）退所 児童福祉施設等に入所していた児童等、母子等又は児童自立生活援助対象者が退所し、又は委

託解除される場合をいう。 

（８）一時保護 法第 33 条第１項に規定する一時保護をいう。 

（９）児童保護措置費 法第 50 条第６の２号、第７号、第７の３号及び第８号の規定により本市が支弁す

る費用をいう。 

（10）処遇改善費 児童保護措置費に本市が加算して支弁する費用をいう。 

（11）こども家庭庁長官通知 「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について（令和５年５

月 10日こ支家第 47号）」をいう。 

（12）支援局長通知 「「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」通知の施行につい

て（令和５年５月 10 日こ支家第 49号）」をいう。 

（13）児童相談所長 川崎市児童相談所条例（昭和 46年川崎市条例第 70号）に規定する児童相談所の長を

いう。 

（14）福祉事務所長 川崎市福祉事務所条例（昭和 26年川崎市条例第 50号）に規定する福祉事務所の長を

いう。 

（15）高校等 「入所施設措置費交付基準の取扱いについて（昭和 49年６月 10 日児企第 24 号）」における

特別育成費の支弁対象となる高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校をいう。 

（16）義務教育諸学校 こども家庭庁長官通知に定める義務教育諸学校をいう。 

（17）協定定員 こども家庭庁長官通知に定める協定人員をいう。 



（18）割愛 児童福祉施設等を所管する行政庁に対し、他の行政庁が協定定員の範囲を超えて入所を協議し

た上で児童等を入所させることをいう。 

 （児童保護措置費の支弁基準） 

第３条 児童保護措置費の支弁基準については、別表第１に定めるところによる。 

２ 児童保護措置費の保護単価等については、こども家庭庁長官通知に定めるところによる。 

 （処遇改善費の支弁基準） 

第４条 処遇改善費の支弁基準については、別表第２及び別表第３に定めるところによる。 

 （広域入所の場合の対応） 

第５条 児童相談所長又は福祉事務所長が、本市以外の行政庁が所管する児童福祉施設等に児童等、母子等

又は児童自立生活援助対象者を入所させた場合の児童保護措置費及び処遇改善費については、当該行政

庁が定める基準の例により本市が対象となる児童福祉施設等に対し支弁するものとする。 

２ 本市以外の行政庁が、本市が所管する児童福祉施設等に児童等、母子等又は児童自立生活援助対象者を

入所させた場合の児童保護措置費及び処遇改善費については、本基準の例により当該行政庁が対象とな

る児童福祉施設等に対し支弁するものとする。 

 （児童数等の算定） 

第６条 児童保護措置費及び処遇改善費の算定に用いる各月の初日在籍児童数等については、各月１日現

在において入所している児童数又は世帯数等とする。 

２ 各月１日に児童福祉施設等に入所した場合には当該児童福祉施設等における初日在籍児童数等に算入

することとし、各月１日付けで児童福祉施設等を退所した場合においては、当該児童福祉施設等における

初日在籍児童数等に算入しないものとする。 

３ 法第６条の４に規定する里親に委託された児童又は法第７条に規定する乳児院に入所していた者が、

各月１日付けで退所する場合には、前項の規定にかかわらず、当該里親又は乳児院における初日在籍児童

数に算入するものとする。 

４ 児童保護措置費及び処遇改善費の算定に用いる各月の延児童数については、児童福祉施設等に在籍し

た日数の合計とし、法第 27 条第１項に規定する措置が停止されている期間については、当該日数に算入

しないものとする。 

５ 児童福祉施設等に入所した日、退所した日については、前項に規定する日数に算入するものとする。な

お、法第 27 条第１項に規定する措置が停止された日及び措置の停止が解除された日については、前項に

規定する日数に算入しないものとし、措置が停止された日の前日及び措置の停止が解除された翌日から、

前項に記載する日数に算入するものとする。 

６ 児童福祉施設等を退所した日に別の児童福祉施設等に入所した場合については、入所した児童福祉施

設等において当該月の延児童数に算入するものとする。 

７ 法第６条の４に規定する里親に委託された児童又は法第７条に規定する乳児院に入所していた者が、

退所した日に別の児童福祉施設等に入所した場合には、前項の規定にかかわらず、当該里親又は乳児院に

おける当該月の延児童数に算入するものとする。 

 （端数処理） 

第７条 児童保護措置費及び処遇改善費の計算過程において、１円未満の端数を生じたときは、別に定めが

ある場合を除き、その都度当該端数金額を切り捨てるものとする。 

２ 児童保護措置費及び処遇改善費に係る職員配置人数の計算過程において、１人未満の端数を生じたと



きは、小数点以下２位を切り捨て、小数点以下１位を四捨五入するものとする。 

 

附 則 

 （施行期日） 
１ この基準は、平成 30年４月１日から適用する。(29 川ここ福第 905 号市長決裁) 

（関係要綱の廃止） 
２ 川崎市児童入所施設等措置費支弁基準（平成 14 年４月１日制定）、川崎市児童ファミリーグループホー

ム事業費補助金交付要綱（平成 20 年１月 30 日制定）、川崎市自立型児童ファミリーグループホーム事業

費補助金交付要綱（平成 22 年１月４日制定）及び川崎市自立型児童ファミリーグループホーム実績加算

補助金交付要綱（平成 22年１月４日制定）は、平成 30年４月１日付けで廃止する。 
（経過措置） 

３ 本基準の施行前の期間に係る経費の支出については、なお従前の例による。 

附 則 

この基準は、平成 30 年 12 月 19 日から施行し、平成 30 年４月１日から適用する。 

附 則 

 この基準は、平成 31 年４月１日から適用する。 

附 則 

 この基準は、令和元年１２月４日から施行し、平成 31 年４月１日から適用する。 
附 則 

 この基準は、令和２年３月２３日から施行し、平成 31 年４月１日から適用する。 
   附 則 
 この基準は、令和２年４月１日から適用する。 
   附 則 
 この基準は、令和３年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定については令和２年４月１ 
日から適用する。 
   附 則 
 この基準は、令和４年３月１４日から施行し、令和４年２月１日から適用する。 
   附 則 
 この基準は、令和４年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定（社会的養護従事者処遇改 
善事業費を除く）については令和３年４月１日から適用する。 

附 則 
 この基準は、令和５年３月１０日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 
 この基準は、令和５年３月２３日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

 この基準は、令和６年３月６日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

附 則 

 この基準は、令和６年９月 18 日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 



 この基準は、令和６年 11 月５日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

 この基準は、令和７年８月 22 日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

附 則 

 この基準は、令和７年 12 月 26 日から施行し、令和７年４月１日から適用する。ただし、別表２の２事務 

費の表の改正規定のうち、支弁対象に一時保護施設を加えることに関する部分、61の項を削る部分並びに 

62 の項、63 の項及び 64 の項を加える部分については、令和８年１月１日から適用する。 

   附 則 

 この基準は、令和８年２月 10 日から施行し、令和８年１月１日から適用する。 

   附 則 

 この基準は、令和８年４月１日から施行する。ただし、別表１の２事業費の 47 の項、48 の項及び別表第 

３附表の８の項の改正規定については、令和７年４月１日から適用する。 

 



 別表第１（第３条関係） 

児童保護措置費（国基準）支弁費目一覧表 

１ 事務費 

 費目 支弁対象 算式 備考 

１ 一般分 児童養護施設 

児童自立支援施設 

（通所部を含む。） 

児童心理治療施設 

（通所部を含む。） 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅲ

型のうち、ファミ

リーホーム又はフ

ァミリーホームの

養育者等が児童自

立生活援助を行う

対象者の居宅を除

く。） 

里親 

一時保護施設 

単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定定員又は割愛の場合は当

該割当数） 

新設により開所した児童自立生活援助事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅲ型を除く。）にあっては、初めて児童を受

託した日の属する月から算定する。 

乳児院 2 歳未満児の単価×〔定員－その月初日

の 2 歳児措置児数－その月初日の 3 歳

以上児措置児数〕＋2 歳児の単価×その

月初日の 2 歳児措置児数＋3 歳以上児

の単価×その月初日の 3 歳以上児措置

児数 

里親支援センター その施設の月額事務単価 

ファミリーホーム 

児童自立生活援助

事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅲ

型のうち、ファミ

リーホーム又はフ

ァミリーホームの

養育者等が児童自

立生活援助を行う

単価×その月初日の現員数 

（新設により開所した場合、初めて児

童を受託した日の属する月から６か月

間は、単価×その月の認可定員数） 



 費目 支弁対象 算式 備考 

対象者の居宅に限

る。） 

２ 配置改善加算 児童養護施設 

児童自立支援施設 

乳児院 

児童心理治療施設 

一時保護施設 

単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

国が定める職員配置の改善を行った場合に、一般分保護

単価を本単価に読み替えて適用する。 

３ 里親支援専門相談

員加算 

児童養護施設 

乳児院 

単価×その月の認可定員数×その月の

配置職員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

４ 心理療法担当職員

加算 

 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

母子生活支援施設 

単価×その月の認可定員数×その月の

配置職員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

里親支援センター 単価×その月の配置職員数 

５ 個別対応職員加算 乳児院 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所Ⅰ型 

ファミリーホーム 

単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

乳児院は定員 10 人未満の施設に限る。 

 

 

 

６ 職業指導員加算 児童養護施設 

児童自立支援施設 

単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

 

 

７ 看護師加算 児童養護施設 単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

８ 母子生活支援施設

保育士加算 

母子生活支援施設 単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

９ 母子生活支援施設

母子支援員加算 

母子生活支援施設 単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

 



 費目 支弁対象 算式 備考 

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

10 母子生活支援施設

少年指導員兼事務

員加算 

母子生活支援施設 単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

11 小規模グループケ

ア加算 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

単価×その月の認可定員数×その月の

実施か所数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

12 家庭支援専門相談

員加算 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

単価×その月の認可定員数×その月の

配置職員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

13 単身赴任手当加算 児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

母子生活支援施設 

単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

14 民間施設給与等改

善費 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

（通所部を含む） 

児童心理治療施設 

（通所部を含む） 

乳児院 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅲ

型を除く。） 

ファミリーホーム 

一時保護施設 

単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 乳児加算 児童養護施設 単価×その月初日の乳児措置児童数  

16 １歳児加算 児童養護施設 単価×その月初日の１歳児措置児童数  

17 ２歳児加算 児童養護施設 単価×その月初日の２歳児措置児童数  



 費目 支弁対象 算式 備考 

18 年少児加算 児童養護施設 単価×その月初日の年少児措置児童数  

19 ボイラー技士雇上

費加算 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

 

 

 

20 特別指導費加算 児童養護施設 単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

21 学習指導費加算 児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

母子生活支援施設 

ファミリーホーム 

里親 

単価×その月の対象児童数 対象児童は、「年長児童に対する処遇体制の強化につい

て（平成 20年６月 12日雇児発第 0612014 号の６）」に定

める学習指導の対象児童とする。 

22 指導員特別加算 児童養護施設 

乳児院 

単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

定員 35 人以下の場合に限る。 

23 基幹的職員加算 児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

母子生活支援施設 

単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

24 特別生活指導費加

算 

母子生活支援施設 単価×その月の認可定員数×配置人数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

25 夜間警備体制強化

加算 

母子生活支援施設 単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

26 保育機能強化加算 母子生活支援施設 単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

27 第三者評価受審費 児童養護施設 第三者評価受審に係る実費  



 費目 支弁対象 算式 備考 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

母子生活支援施設 

里親支援センター

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

一時保護施設 

（限度額内） 

28 建物賃借料 児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

母子生活支援施設 

里親支援センター

児童自立生活援助

事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅲ

型を除く。） 

ファミリーホーム 

一時保護施設 

建物の賃借に係る実費 礼金が発生する場合には当該実費を合算した額。 

新設により開所した児童自立生活援助事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅲ型を除く。）にあっては、初めて児童を受

託した日の属する月から算定する。 

29 施設機能強化推進

費 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

里親支援センター 

単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

事業の内容により、「児童福祉施設（こども家庭庁所管施

設）における施設機能強化推進費について（昭和 62年５月

20 日児発第 450 号厚生省児童家庭児童家庭局長通知）」の

とおり実施内容及び単価を認定する。 

 

30 社会的養護処遇改

善加算費 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

（通所部を含む） 

児童心理治療施設 

（通所部を含む） 

乳児院 

単価×その月の対象人数 対象人数等は「民間の児童養護施設職員等の処遇改善に

ついて（平成 29 年６月 12 日雇児発 0612 第１号）」の定め

るところによる。 

 

 

 



 費目 支弁対象 算式 備考 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅲ

型を除く。） 

ファミリーホーム 

 

 

 

31 除雪費 児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅲ

型を除く。） 

ファミリーホーム 

単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

32 降灰除去費 児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所Ⅰ型 

ファミリーホーム 

単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は暫

定定員。協定又は割愛の場合は当該割

当数） 

 

33 一時保護委託事務

費 

一時保護委託 単価÷30.4（10 円未満切り捨て）×受

託延べ日数 

児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、

乳児院及び児童自立生活援助事業所Ⅰ型において暫定定員

を超えて認可定員又は条例等で定めた定員に達する範囲内

で一時保護を受託した場合、ファミリーホームにおいて定

員に達する範囲内で一時保護を受託した場合（新設により

６か月間を除く）等、こども家庭庁長官通知で定める場合

に限る。 

34 新設施設等事務費 児童養護施設 

児童自立支援施設 

（通所部を含む） 

児童心理治療施設 

（通所部を含む） 

乳児院 

単価×定員×0.5 

 

施設が新設される場合であって開設する月（児童自立生

活援助事業所（児童自立生活援助事業所Ⅲ型を除く。）及び

ファミリーホームについては、初めて児童を受託した日の

属する月）の前月分として支弁することができる。ただし、

開設日が月の初日でない場合は本費目の適用はない。 



 費目 支弁対象 算式 備考 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅲ

型を除く。） 

ファミリーホーム 

35 小規模かつ地域分

散化加算費 

児童養護施設 単価×加配された職員の合計数 対象施設等は、「児童養護施設の小規模かつ地域分散化さ

れた生活単位における養育体制の充実について」（令和元年

10 月４日子発第５号厚生労働省子ども家庭局長通知）に定

めるところによる。 

36 地域小規模児童養

護施設等バックア

ップ職員加算 

児童養護施設 単価×加配職員数 対象施設等は、「児童養護施設の小規模かつ地域分散化さ

れた生活単位における養育体制の充実について」（令和元年

10 月 4日子発第５号厚生労働省子ども家庭局長通知）に定

めるところによる。 

37 医療的ケア等受入

加算費 

 

児童養護施設 

乳児院 

単価×生活単位数 対象施設等は、「医療的ケア児等のための「４人の生活単

位」の設置運営について」（令和２年３月６日子発第５号厚

生労働省子ども家庭局長通知）に定めるところによる。 

38 自立支援担当職員

加算 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅰ

型に限る。） 

母子生活支援施設 

里親支援センター 

単価×実施か所数 対象施設等は、「児童養護施設等における自立支援体制

の強化について」（令和３年３月８日子発0308第４号厚生

労働省子ども家庭局長通知）に定めるところによる。 

39 社会的養護従事者 

処遇改善加算 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅲ

型を除く。） 

ファミリーホーム 

単価×常勤換算従事者数 対象経費等は、「児童養護施設職員等の処遇改善につい

て」（令和５年３月３日子発 0303 第４号厚生労働省子ども

家庭局長通知）に定めるところによる。 



 費目 支弁対象 算式 備考 

40 

 

こども家庭ソーシ

ャルワーカー取得

促進事業費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅲ

型を除く。） 

研修受講費 

単価×対象人数 

 

研修受講に係る旅費 

１日あたり 2,000 円を上限とした実費

（年 22 日を上限とする） 

 

代替職員の配置費用 

 単価×配置日数 

対象経費等は「児童虐待防止対策等総合支援事業費の国

庫補助について（令和５年 10 月 27 日こども家庭庁発こ支

虐第 170 号）」に定めるところによる。 

研修受講費及び代替職員の配置費用については、単価を

上限とした実費と、受講職員に対する施設補助額とを比較

し、少ない方の額を支弁する。 

41 こども家庭ソーシ 

ャルワーカー取得 

促進事業加算費 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅲ

型のうち、里親の

居宅又は里親が児

童自立生活援助事

業を行う対象者の

居宅を除く。） 

ファミリーホーム 

里親支援センター 

単価×常勤換算従事者数  支給要件は「児童虐待防止対策等総合支援事業費の国庫

補助について（令和５年 10 月 27 日こども家庭庁発こ支虐

第 170 号）」及び支援局長通知に定めるところによる。  

 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を取得した職員を

配置し、当該職員に対し、月額 20,000 円（法定福利費等の

事業主負担額を除く。）までの資格取得加算を給与規定等に

基づき、支給している施設を対象とする。 

42 ファミリーホーム

等開設支援事業費

（初年度調弁） 

児童養護施設（地

域小規模児童養護

施設及び分園型小

規模グループケア

に限る） 

児童自立生活援助

事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅲ

型を除く。） 

ファミリーホーム 

新規に開設するための家具什器等の購

入及び設備整備に要する実費（１施設

あたり 5,000,000 円を限度とする） 

対象者等については、「児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業の実施について」（平成 27 年６月５日雇児

発 0605 第３号）に定めるところにより、対象経費等は「児

童虐待防止対策等総合支援事業費の国庫補助について（令

和５年 10月 27 日こども家庭庁発こ支虐第 170 号）」に定め

るところによる。 

新設により開所した児童自立生活援助事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅲ型を除く。）にあっては、初めて児童を受

託した日の属する月から算定する。 

43 入所児童等の生活

環境改善事業費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

施設の新規設置等にあたり、必要と認

められる改修及び備品等の購入に要す

る費用（１施設あたり 5,000,000 円を

対象者等については、「児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業の実施について」（平成 27 年６月５日雇児

発 0605 第３号）に定めるところにより、対象経費等は「児



 費目 支弁対象 算式 備考 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

限度とする） 

 

童虐待防止対策等総合支援事業費の国庫補助について（令

和５年 10月 27 日こども家庭庁発こ支虐第 170 号）」に定め

るところによる。 

新設により開所した児童自立生活援助事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅲ型を除く。）にあっては、初めて児童を受

託した日の属する月から算定する。 

44 

 

里親等支援員加算

費 

里親支援センター 単価×その月の配置職員数－１  

45 親子関係再構築支

援加算費 

里親支援センター その施設の月額事務単価  

46 市町村連携事業加

算費 

里親支援センター その施設の月額事務単価  

47 レスパイト・ケア

体制構築事業加算

費 

里親支援センター その施設の月額事務単価  

48 休日・夜間支援体

制強化事業加算費 

里親支援センター その施設の月額事務単価  

 

２ 事業費 

 費目 支弁対象 経費の使途 算式 必要書類等 備考 

１ 一般生活費 児童養護施設 

児童自立支援施設 

（通所部を含む） 

児童心理治療施設 

（通所部を含む） 

乳児院 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

 

児童等の給食に要

する材料費等及び

日常生活に必要な

経常的諸経費 

単価×その月初日の措置児童数 

 

里親又はファミリーホーム又

は児童自立生活援助事業所（児童

自立生活援助事業所Ⅲ型に限

る。）に対し各月初日以外の日に

委託又はその解除の措置があっ

た場合及び児童養護施設、児童自

立支援施設、児童心理治療施設、

乳児院及び母子生活支援施設に

おいて、年度当初の定員設定に当

たり、在籍児童の延べ日数に基づ

いて算出している場合は次の算

 新設により開所した児童自立生

活援助事業所（児童自立生活援助事

業所Ⅲ型を除く。）にあっては、初

めて児童を受託した日の属する月

から算定する。 



 費目 支弁対象 経費の使途 算式 必要書類等 備考 

式とする。 

単価÷30.4×その月の延児童数 

 

 里親及びファミリーホーム又

は児童自立生活援助事業所（児童

自立生活援助事業所Ⅲ型に限

る。）に委託されている児童又は

児童養護施設及び母子生活支援

施設に入所している児童が、児童

心理治療施設又は児童自立支援

施設に通所する場合については、

次の算式とする。 

単価÷その月の開所日数×その

月の通所した日数 

（10 円未満の端数は切り捨て

る。また、開所日数には日曜日、

国民の祝日及び休日を除く。） 

２ 一般生活費 

（里親の一

時的な休息

のための援

助（レスパイ

ト・ケア）実

施分） 

里親 

ファミリーホーム 

里親及びファミリ

ーホームの養育者

が一時的な休息の

支援を受ける場合

のその児童に係る

日常生活に必要な

経常的諸費用 

単価×対象となる延児童数  対象者等については、「里親及び

ファミリーホーム養育者の一時的

な休息のための援助の実施につい

て（平成 14 年９月５日雇児発第

0905006 号）」に定めるところによ

る。 

 

３ 一般生活費 

（乳児院病

虚弱等児童

加算） 

乳児院 

一時保護委託（乳

児院に限る） 

対象児童を養育す

るために必要な人

件費及び日常生活

諸費 

単価×その月初日の対象児童数 

 

一時保護委託の場合は次の算式 

単価×対象児童の延児童数 

 対象者等については、「乳児院病

虚弱等児童加算費について（平成

10 年６月 12 日児発第 458 号）」に

定めるところによる。 

４ 一般生活費 

（一時保護

分） 

一時保護施設 

一時保護委託 

児童等の給食に要

する材料費等及び

日常生活に必要な

経常的諸経費 

単価×延児童数   

５ 被虐待児受

入加算 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

対象児童を支援す

るための職員の雇

上経費及び日常生

活に必要な経常的

単価×その月初日の対象児童数 

 

一時保護委託の場合は次の算式 

単価×対象児童の延児童数 

児童相談所

長の認定書 

 

母子生活支

対象者等については、「被虐待児

受入加算費について（平成 16 年５

月 17 日雇児発第 0517001 号）」及

び「一時保護委託児童の被虐待児受



 費目 支弁対象 経費の使途 算式 必要書類等 備考 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅲ

型のうち、里親の

居宅又は里親が児

童自立生活援助を

行う対象者の居宅

を除く。） 

ファミリーホーム 

一時保護委託 

諸経費 援施設につ

いては、福祉

事務所長の

認定書 

入加算費について（平成 17 年４月

19 日雇児発第 0419001 号）」の定め

るところによる。 

６ 乳児等受入

加算 

一時保護委託 対象児童を支援す

るための職員の雇

上経費及び日常生

活に必要な経常的

諸経費 

単価×対象児童の延児童数（３歳

未満児） 

 児童養護施設、児童自立支援施

設、児童心理治療施設、乳児院、母

子生活支援施設、ファミリーホー

ム、障害児入所施設に 3 歳未満児を

一時保護委託した場合に限る。 

７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園・保育

所費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

一時保護施設 

一時保護委託（フ

ァミリーホーム又

は里親に一時保護

委託された児童を

除く。） 

幼稚園（支援法第 

27 条に規定する 

特定教育・保育施 

設である幼稚園を 

除く。以下同 

じ。）及び同法第 

19 条第１項第１ 

号に該当する児童 

として同法第 20 

条第１項の認定を 

受けた児童が利用 

する特定教育・保 

育施設、特定地域 

型保育事業所並び 

に特例保育を提供 

する施設の就園に 

必要な経費  

  

  

 

 その月又はその年度における

幼稚園等の就園に必要な入学金、

保育料、制服等の実費（寄付金は

除く。）を合算した額 

 

園長等によ

る証明書 

対象児童について、施設等利用給

付費の支給がある場合においては、

その額を控除した額とする。 

里親 幼稚園及び支援法 その施設等のその月又はその 園長等によ 対象児童について、施設等利用給



 費目 支弁対象 経費の使途 算式 必要書類等 備考 

ファミリーホーム 

一時保護委託（フ

ァミリーホーム又

は里親に一時保護

委託された児童に

限る。） 

第 19 条第１項か 

ら第３項に該当す 

る児童として同法 

第 20 条第１項の 

認定を受けた児童 

が利用する特定教 

育・保育施設、特 

定地域型保育事業 

所、特例保育を提 

供する施設、企業 

主導型保育事業

所、一時預かり事 

業（幼稚園型Ⅱに 

限る。）を行う施 

設及び施設等利用 

給付の対象となる 

認可外保育施設の 

就園に必要な経費 

年度における保育施設等の就園

に必要な入学金、保育料、制服、

延長保育料等の実費（寄付金は除 

く。）を合算した額。 

  

る証明書 付費の支給がある場合においては、

その額を控除した額とする。 

８ 教育費 

（一般分） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

里親 

ファミリーホーム 

一時保護施設 

一時保護委託 

義務教育諸学校・

特別支援学校高等

部に必要な学用品

費、習い事に係る

費用及び学習に用

いるスマートフォ

ン等の通信端末の

購入・利用に係る

費用 

単価×その月の就学児童数 在学証明書  

９ 教育費 

（教材費） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

義務教育諸学校・

特別支援学校高等

部に必要な教材費 

教科書に準ずる正規の教材とし

て学校長が指定するものの購入

に必要な実費 

学校長によ

る証明書 

 

10 教育費 児童養護施設 義務教育諸学校・ 通学のために必要な定期乗車券 交通機関が  



 費目 支弁対象 経費の使途 算式 必要書類等 備考 

（通学交通

費） 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

特別支援学校高等

部へ通学するため

の通学交通費 

（定期乗車券のない場合はこれ

に準ずるもの）の実費 

発行する領

収書等、経

路、金額及び

氏名が確認

できる書類 

11 教育費 

（部活動費） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

義務教育諸学校・

特別支援学校高等

部での部活動に必

要な道具代、遠征

費等 

部活動に入部している児童の部

活動に必要な道具代、遠征費等の

実費 

学校長によ

る証明書 

 

12 教育費 

（学習塾費） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

中学校の学習塾の

授業料、講習会費

用等 

中学生のうち学習塾に通ってい

る児童の学習塾に必要な授業料、

講習会費等の実費 

学習塾の実

施者等によ

る証明書 

 

13 教育費 

（児童自立

支援施設の

教材費） 

児童自立支援施設 

一時保護委託 

児童自立支援施設

の教材費 

単価×その月の児童自立支援施

設の小学校又は中学校別該当児

童数（教材費及び通学交通費の支

弁対象児童を除く） 

在学証明書  

14 教育費 

（特別加算

費） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

特別支援学校高等

部入学に必要な学

用品費等 

単価×特別支援学校高等部第１

学年入学児童数（年額） 

在学証明書 原則として新たに第１学年に進

学する者を対象とするが、措置等に

より転校する場合で制服等に指定

がある場合については、第１学年以

外であっても対象とする。 



 費目 支弁対象 経費の使途 算式 必要書類等 備考 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

15 教育費 

（資格取得

等特別加算

費） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

特別支援学校高等

部の児童が就職又

は進学に役立つ資

格取得又は講習等

の受講をするため

の経費 

単価×対象児童数 要申請 原則として第３学年児童を対象

とするが、支援局長通知の定めると

ころにより第３学年以外の児童に

支弁することができる。ただし、在

学中に児童ごとに１回限りの支弁

とする。 

16 学校給食費 児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

 

義務教育諸学校・

特別支援学校高等

部の学校給食に必

要な経費 

学校給食費として徴取される実

費 

給食費証明

書 

 

17 見学旅行費 児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

義務教育諸学校・

高校等（特別支援

学校高等部を含

む）の見学旅行に

必要な交通費、宿

泊費等 

単価×学年別見学旅行参加児童

数（年額） 

学校長によ

る証明書 

原則として義務教育諸学校・高校

等（特別支援学校高等部を含む）の

最終学年児童を対象とするが、児童

家庭局長通知の定めるところによ

り最終学年以外の児童に支弁する

ことができる。 

18 入進学支度

金 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

母子生活支援施設 

ファミリーホーム 

里親 

義務教育諸学校へ

の入進学に必要な

学用品等の購入費 

単価×学年別入進学児童数（年

額） 

在学証明書 原則として新たに第１学年に進

学する者を対象とするが、措置等に

より転校する場合で制服等に指定

がある場合については、第１学年以

外であっても対象とする。 



 費目 支弁対象 経費の使途 算式 必要書類等 備考 

一時保護施設 

一時保護委託 

19 特別育成費 

（一般分） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

高校等通学に伴う

諸経費 

単価を上限として、実費を合算し

た額 

在学証明書  

20 特別育成費

（通学交通

費） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

高校等通学に伴う

交通費 

実費 交通機関が

発行する領

収書等、経

路、金額及び

氏名が確認

できる書類 

 

21 特別育成費 

（入学時特

別加算費） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

高校等入学に必要

な学用品費等 

単価を上限として、実費を合算し

た額 

在学証明書 原則として新たに第１学年に進

学する者を対象とするが、措置等に

より転校する場合で制服等に指定

がある場合については、第１学年以

外であっても対象とする。 

 

特別育成費の対象となる高校等

については、「入所施設措置費交付

基準の取扱いについて（平成 49年

６月 10日児企第 24 号昭和）」の定

めるところによる。 

22 特別育成費 

（資格取得

等特別加算

費） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

高校生等及び義務

教育終了児童のう

ち高校等に在籍し

ていない者（既に

就職している者を

除く）が就職又は

単価を上限として、実費を合算し

た額 

領収書等 原則として第３学年児童を対象

とするが、児童家庭局長通知の定め

るところにより第３学年以外の児

童に支弁することができる。ただ

し、在学中に児童ごとに１回限りの

支弁とする。 



 費目 支弁対象 経費の使途 算式 必要書類等 備考 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

進学に役立つ資格

取得又は講習等の

受講をするための

経費 

 

 

23 特別育成費 

（補習費） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

高校生等（母子生

活支援施設につい

ては中学生を含

む）及び義務教育

終了児童のうち高

校等に在籍してい

ない者（既に就職

している者を除

く）が学習塾等を

利用した場合の経

費 

単価を上限として、実費を合算し

た額 

学習塾の実

施者等によ

る証明書又

は通信教育

等の内容及

び金額が確

認できる書

類 

施設等からの通塾が困難な場合

には、児童家庭局長通知の定めると

ころにより、施設内等において受講

する通信教育に必要な経費につい

て支弁することができる。 

24 特別育成費 

（補習費特

別保護単価） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

中学生、高校生等

及び義務教育終了

児童のうち高校等

に在籍していない

者（既に就職して

いる者を除く）が

個別学習支援を受

けた場合の経費 

単価を上限として実費を合算し

た額 

個別学習支

援の実施者

等による証

明書 

支援局長通知の定めるところに

より、集団学習に馴染むことが困難

であると考えられる中学生及び高

校生等に対し家庭教師等による個

別学習支援を実施した場合に支弁

する。 

25 特別育成費 

（大学等受

験費） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

大学等の入学試験

の経費 

単価を上限として実費を合算し

た額 

大学等が発

行する領収

書等、受験者

の氏名及び

受験した大

学等の名称

が確認でき

る書類 

 

26 夏季等特別

行事費 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

義務教育諸学校の

夏季等特別行事に

単価×対象児童数 学校長によ

る証明書 

原則として学校が児童・生徒の全

員を参加させて行う夏季等の臨海・



 費目 支弁対象 経費の使途 算式 必要書類等 備考 

児童心理治療施設 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

参加するために必

要な交通費等 

林間学校等の行事に参加する場合

を対象とする。 

27 期末一時扶

助費 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

児童の年末におけ

る被服等の購入費 

単価×12 月初日の児童数   

28 医療費 児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

医療に必要な経費 診療報酬の算定方法及び入院時

食事療養費の算定基準に準じて

算定した額（当該児童等が社会保

険の被扶養者等である場合は、そ

の社会保険において給付される

額を控除した額）及び医療を受け

るために必要な移送費の実費 

領収書等、医

療を受けた

ことが確認

できる書類 

移送に要する費用については健

康保険法の取扱いに準じて支弁可

能とする。 

児童自立生活援助

事業所 

医療に必要な経費 医療機関及び薬局の窓口で負担

した実費 

領収書等、医

療を受けた

ことが確認

できる書類 

就労し最初の賃金を得る月まで

を対象とし、移送費についても対象

外とする。 

 

29 職業補導費 児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

公共職業訓練施設

等の職業補導機関

に通う際の交通費

及び教科書代等 

交通費 

必要な定期乗車券（定期乗車券の

ない場合はこれに準ずるもの）の

実費 

 

教科書代等 

単価×その月の対象児童数 

当該施設に

通っている

ことが確認

できる書類 

 

交通機関が

発行する領

収書等、経

路、金額及び

氏名が確認

できる書類 

 

30 冷暖房費 児童養護施設 その児童の冷暖房 単価×対象月初日の児童数（一時  「児童自立生活援助事業所（児童



 費目 支弁対象 経費の使途 算式 必要書類等 備考 

児童自立支援施設 

（通所部を含む） 

児童心理治療施設 

（通所部を含む） 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所 

母子生活支援施設 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

費 保護児童については、単価÷30.4

×その月の一時保護児延人員数） 

自立生活援助事業所Ⅲ型のうち、里

親の居宅又は里親が児童自立生活

援助を行う対象者の居宅を除く。）

Ａ」、別に定める基準に該当する場

合とし、「児童自立生活援助事業所

（児童自立生活援助事業所Ⅲ型の

うち、里親の居宅又は里親が児童自

立生活援助を行う対象者の居宅を

除く。）Ｂ」は、それ以外とする。 

31 就職支度費 

（一般分） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

 

児童の就職に際し

必要な寝具類、被

服類等の購入費 

単価×就職による措置解除児童

数 

採用証明書

や内定通知

書の写し等、

就職先等が

確認できる

書類 

就職の形態については正規雇用

以外の場合でも支弁することがで

きる。 

 

措置解除の月分として１回限り

支弁することができるものとし、措

置延長を行う場合は措置延長後に

措置解除となる月分として支弁す

るものとする。 

 

 

32 就職支度費 

（特別基準） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

 

就職に必要な住居

費、生活費等 

単価×就職による措置解除児童

数 

要申請 支援局長通知に定める要件に該

当する者について申請により認定

された場合に、一般分に加算して支

弁する。 

 

 

33 大学進学等

自立生活支

度費 

（一般分） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

進学に際し必要な

学用品及び参考図

書類等の購入費 

単価×大学等への進学による措

置解除児童数 

合格証明書

等、進学先及

び氏名が確

認できる書

類 

対象となる学校等は「児童福祉法

による児童入所施設措置費等国庫

負担金（大学進学等自立生活支度

費）の交付の取扱いについて（平成

18年６月 27 日雇児福発第 0627002

号）」に定めるところによる。 



 費目 支弁対象 経費の使途 算式 必要書類等 備考 

里親 

 

 

 

措置解除の月分として１回限り

支弁することができるものとし、措

置延長を行う場合は措置延長後に

措置解除となる月分として支弁す

るものとする。 

34 大学進学等

自立生活支

度費 

（特別基準） 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

進学に際し必要な

住居費、生活費等 

単価×大学等への進学による措

置解除児童数（特別基準の認定者

に限る） 

要申請 支援局長通知に定める要件に該

当する者について申請により認定

された場合に、一般分に加算して支

弁する。 

 

 

35 葬祭費 児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

児童が死亡した場

合の葬祭のために

必要な経費 

単価×死亡児童数 係る経費の

証明書 

 

36 連れもどし

費 

児童自立支援施設 逃亡した児童の捜

索及び連れ戻すた

めに必要な経費 

措置児童については実費 

職員については旅費支給規定を

準用した額 

係る経費の

証明書 

 

37 里親手当 里親 

児童自立生活援助

事業所（児童自立

生活援助Ⅲ型のう

ち、里親の居宅又

は里親が児童自立

生活援助を行う対

象者の居宅に限

る。） 

措置児童に係る委

託手当 

単価×その月の措置児童数   

38 受託支度費 里親 

ファミリーホーム 

児童自立生活援助

事業所 

新たに児童を受託

した場合に必要な

経費 

新規措置児童について、単価を上

限として実費を合算した額 

 児童自立生活援助事業所における

対象者については支援局長通知に

定めるところによる。 



 費目 支弁対象 経費の使途 算式 必要書類等 備考 

 

39 里親委託児

童通院費 

里親 

一時保護委託 

（里親） 

児童自立生活援助

事業所（児童自立

生活援助Ⅲ型のう

ち、里親の居宅又

は里親が児童自立

生活援助を行う対

象者の居宅に限

る。） 

里親委託児童等が

通院する際に必要

な経費 

単価×対象児童数 

（実支出額と別に国が定める基

準により算定した額を比較し、低

い額を支弁する。） 

 

要申請 対象者等については支援局長通

知に定めるところによる。 

40 一時保護委

託手当 

里親等 一時保護委託児童

に係る委託手当 

単価×延児童数  支弁対象等については「一時保護

の充実について（平成 24年４月５

日雇児発 0405 第 27 号）」の定める

ところによる。 

41 一時保護実

施特別加算

費 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

施設定員とは別に

一時保護の受入体

制を確保するため

に必要な経費 

単価×一時保護実施特別加算事

業の定員又は委託児童数 

要申請 事業内容等については「児童養護

施設等における一時保護児童の受

入体制の整備について（平成 28年

９月５日雇児発 0905 第２号）」に定

めるところによる。 

42 予防接種費 児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

その児童等の予防

接種に必要な経費 

その施設又は里親の措置児童等

が別に定める予防接種を受ける

場合にかかる実費 

係る経費の

証明書 

別に定める予防接種については、

支援局長通知に定めるところによ

る。 

 

 

43 一時保護委

託児童通学

送迎費 

一時保護委託 一時保護委託児童

が幼稚園・保育所

等、義務教育諸学

校又は高等学校に

通学する場合の送

迎に必要な経費 

単価×幼稚園・保育所等、義務教

育諸学校又は高等学校に通園又

は通学する一時保護委託児童の

送迎延べ日数（日額） 

係る経費の

証明書 

 

 

 

 



 費目 支弁対象 経費の使途 算式 必要書類等 備考 

44 職員人材確

保事業費 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

（通所部を含む） 

児童心理治療施設 

（通所部を含む） 

乳児院 

母子生活支援施設 

自立援助ホーム 

ファミリーホーム 

実習を受けた学生

を非常勤職員とし

て採用し人材確保

を図るための経費 

単価×人数×日数 「児童養護

施設等の職

員の資質向

上のための

研修等事業

の実施につ

いて」（平成

25 年６月７

日 雇 児 発

0607 第７号）

に定める別

紙様式第３ 

対象者等については、「児童養護

施設等の職員の資質向上のための

研修等事業の実施について」（平成

25 年６月７日雇児発 0607 第７号）

に定めるところにより、単価は「児

童虐待防止対策等総合支援事業費

の国庫補助について（令和５年 10

月 27 日こども家庭庁発こ支虐第

170 号）」に定めるところによる。 

45 防災対策費 児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

防災教育、避難訓

練の実施及び防災

用具の購入等、総

合的な防災対策の

充実にかかる経費 

単価を上限として、実費を合算し

た額。 

係る経費の

証明書 

３月分の措置費等として支弁す

るものとする。 

46 視力矯正費 児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

その児童等の視力

矯正に必要な経費 

その施設又は里親の措置児童等

が日常生活を営む上で必要な視

力矯正のための眼鏡等を購入す

る場合にかかる実費 

係る経費の

証明書 

 

47 運営継続支

援臨時加算 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

（通所部を含む） 

児童心理治療施設 

（通所部を含む） 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所 

母子生活支援施設 

その児童等の給食

に要する材料費等

の物価高騰対策に

必要な経費 

単価×令和７年４月分から 11 月

分までの各月初日の措置児童等

数（通所部の場合は通所部の措置

児童数、母子生活支援施設にあっ

ては保育室保育入所児童数とす

る。）の平均値（小数点以下四捨

五入） 

※令和７年 12 月から令和８年３

月までを通じて措置児童等がい

  



 費目 支弁対象 経費の使途 算式 必要書類等 備考 

ファミリーホーム 

里親 

 

ない場合には適用しない。 

48 運営継続支

援臨時加算

（一時保護

分） 

一時保護施設 

一時保護委託 

その児童等の給食

に要する材料費等

の物価高騰対策に

必要な経費 

単価×令和７年４月分から 11 月

分までの各月の一般生活費の算

定に用いた「一般生活費を必要と

する延べ児童数」を 30.5 で除し

て得た数の平均値（小数点以下四

捨五入） 

※令和７年 12 月から令和８年３

月までを通じて一時保護児童が

いない場合には適用しない。 

  

 



 別表第２（第４条関係） 

処遇改善費（市加算）支弁費目一覧表 

１ 事務費 

 費目 経費の使途 支弁対象 算式 備考 

１ 管理費加算 加配職員の管理等

に必要な諸経費 

児童養護施設 

（地域小規模児童

養護施設を除く） 

児童心理治療施設 

乳児院 

単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は

暫定定員。協定又は割愛の場合は当

該割当数） 

 単価の算式等については、別表第３及び別表

第３附表の定めるところによる。 

２ 加配職員雇

用費加算 

加配職員の雇用費 児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場合は

暫定定員。協定又は割愛の場合は当

該割当数） 

 単価の算式等については、別表第３及び別表

第３附表の定めるところによる。 

３ 職員住宅手

当加算 

賃貸借契約により

借家に居住する職

員の家賃補助経費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

対象職員１人あたり運営法人が支給

する各月の手当額×３/４（切り捨

て） 

（本市の支弁額は対象職員１人１月

あたり 20,000 円を上限とする。） 

対象職員は、運営法人が常勤職員として直接

雇用し支弁対象施設に対象月の初日に配置さ

れ、賃貸借契約により借家に居住する、法人雇

用後５年未満の次の職種とする。（雇用後５年

に到達する月の属する年度末まで支弁可能と

する。） 

 休職中など、施設に配置されていない職員に

ついては対象外とする。 

・家庭支援専門相談員 

・里親支援専門相談員 

・栄養士 

・心理療法担当職員 

・地域コーディネーター 

４ 宿舎借り上

げ支援加算 

事業実施者が借主

となった場合の、

従事する職員が居

住する物件の借り

上げ料（家賃、管理

費及び共益費に限

る）。 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所（児童自立

生活援助事業所Ⅲ

型を除く。） 

 

・一戸当たりの支弁額は、月額

82,000 円（以下「補助基準額」とい

う。）と対象経費を比較し、少ない方

の額に４分の３を乗じて得た額（100

円未満切り捨て）とする。 

・事業実施者が職員から経費の一部

として自己負担額を徴収している場

合の支弁額は、対象経費から当該徴

収金額を減じて得た額とする。 

 

・対象職種は常勤として勤務し、児童の直接処

遇にあたる保育士、児童指導員及び看護師とす

る（上記直接処遇職員のほか、別表第３附表に

記載する職種のうち、８、９及び 13 について

は本加算の対象職種とする）。 

・支弁の期間は法人雇用後９年未満とする。（雇

用後９年に到達する月の属する年度末まで支

弁可能とする。） 

・法人が借り上げた物件に居住する職員は原則

として世帯主として住民登録されていること

が必要であり、それ以外の場合で本加算を申請



 費目 経費の使途 支弁対象 算式 備考 

する場合には、世帯収入の 5 割を超えているこ

とを証明する必要がある。 

・同居の家族等が住宅手当や本事業類似の制度

による借り上げ補助等を受けている場合には

本加算の対象外とする。 

・令和４年４月１日時点で在職する職員は、令

和４年６月 30 日までに法人名義での契約に変

更が完了した場合については、令和４年４月１

日に遡って本事業を適用することとする。 

５ 

 

社会的養護

処遇改善加

算（ショート

ステイ対応

職員分） 

ショートステイ対

応職員等への処遇

改善を目的とした

経費 

児童養護施設 

乳児院 

・単価×その月の対象人数 支給要件等は「民間の児童養護施設職員等の

処遇改善について」（平成 29年６月 12日雇児

発 0612 第 1 号）のうち、処遇改善加算（Ⅰ）

と同様とし、対象職員についてはショートステ

イ専従職員のみを対象とする。 

６ 社会的養護

従事者処遇

改善加算（シ

ョートステ

イ対応職員

分） 

ショートステイ対

応職員等への処遇

改善を目的とした

経費 

児童養護施設 

乳児院 

・単価×常勤換算従事者数 支給要件等は、「児童養護施設職員等の処遇

改善について」（令和５年３月３日子発 0303 第

４号厚生労働省子ども家庭局長通知）と同様と

し、対象職員についてはショートステイ専従職

員のみを対象とする。 

 

２ 事業費 

 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

１ 生活諸費加算 児童等の給食

に要する材料

費等及び日常

生活に必要な

経常的諸経費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

ファミリーホーム 

里親 

2,550 円（月額） 

2,550 円（月額） 

2,550 円（月額） 

3,000 円（月額） 

3,000 円（月額） 

 

単価×その月初日の措置児童数 

 

里親又はファミリーホームに

対し各月初日以外の日に委託又

はその解除の措置があった場合

及び児童養護施設、児童心理治

療施設及び乳児院において、年

度当初の定員設定に当たり、在

籍児童の延べ日数に基づいて算

出している場合は次の算式とす

る。 

単価÷30×その月の措置延人員

数 

  

２ 対応困難児等 専門職員（心理 児童養護施設 26,100 円（月 単価×対象となる延児童数 児 童 相 談  国基準の被虐待児



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

受入加算 担当職員等）の

雇用及び児童

の日常生活諸

費 

児童心理治療施設 

乳児院 

 

額） 所 長 の 認

定書 

受入加算の適用終了

後、最大２年間支弁

可能とする。 

３ 教育費等加算 

（一般分） 

義務教育に必

要な学用品費

等（義務教育諸

学校・特別支援

学校高等部） 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

ファミリーホーム 

 

小学校 

416 円（月額） 

中学校 

833 円（月額） 

特別支援学校高

等部 

833 円（月額） 

単価×その月の学年別就学措置

児童数 

在 学 証 明

書 

 

里親 小学校 

500 円（月額） 

中学校 

833 円（月額） 

特別支援学校高

等部 

833 円（月額） 

４ 教育費等加算 

（卒業アルバ

ム代 

卒業アルバム

代（義務教育諸

学校・特別支援

学校高等部） 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

ファミリーホーム 

里親 

実費 学校から卒業アルバム代として

徴収される実費 

学 校 長 に

よ る 証 明

書 

 

５ 教育費等加算 

（クラブ活動

奨励費） 

クラブ活動に

要する諸経費

（中学校） 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

ファミリーホーム 

里親 

700 円（月額） 

 

単価×その月の中学校在学児童

数 

在 学 証 明

書 

 

６ 見学旅行費等

加算 

見学旅行等へ

の参加費 

（義務教育諸

学校・特別支援

学校高等部・高

等学校） 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

実費（国基準を

超えた額） 

国基準における「見学旅行費」及

び「夏季等特別行事費」の国基準

を超える額並びに社会科見学及

び遠足等に係る費用の実費 

学 校 長 に

よ る 証 明

書 

 一時保護施設にお

いては、児童相談所

長が特に必要と認め

た者に限る。 

７ 高等学校等受

験料 

高等学校等の

受験に係る受

験料、証明写真

撮影代金、郵送

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

30,000 円（年

額） 

 

単価を上限として、実費を合算

した額 

 

対 象 経 費

の 金 額 及

び 内 容 が

確 認 で き

 一時保護施設にお

いては、児童相談所

長が特に必要と認め

た者に限る。 



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

料、交通費 ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

る書類 

８ 入進学支度金

加算 

入進学に必要

な学用品購入

代（義務教育諸

学校・特別支援

学校高等部・高

等学校） 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

小学校 

4,000 円（年額） 

中学校 

3,000 円（年額） 

高等学校及び特

別支援学校 

50,000 円 

（年額） 

単価×学年別入進学児童数（年

額） 

在 学 証 明

書 

 原則として新たに

第１学年に進学する

者を対象とするが、

措置等により転校す

る場合で制服等に指

定がある場合につい

ては、第１学年以外

であっても対象とす

る。 里親 小学校 

4,000 円（年額） 

中学校 

4,000 円（年額） 

高等学校及び特

別支援学校 

50,000 円 

（年額） 

 

９ 特別育成費加

算（一般分） 

（公立高校生

等） 

公立高校等の

通学に要する

諸経費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

公立高校等 

5,000 円 

（月額） 

 

単価×公立高等学校在学児童数 在 学 証 明

書 

公立高校等の学用品

費、部活動費、教科書

代、PTA 会費、生徒会

費、クラブ活動費等。 

10 特別育成費加

算（一般分） 

（私立高校生

等） 

私立高校の通

学に要する諸

経費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

私立高校等 

10,000 円 

（月額） 

 

単価×私立高等学校在学児童数 在 学 証 明

書 

私立高校等の学用品

費、部活動費、教科書

代、PTA 会費、生徒会

費、クラブ活動費等。 

11 

 

特別育成費加

算（授業料等） 

 

高校等の入学

金、授業料、施

設等設備費、積

立金 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

実費（国基準を

超える額） 

 

 対 象 経 費

の 金 額 及

び 内 容 が

確 認 で き

る書類 

一時保護施設におい

ては、児童相談所長

が特に必要と認めた

者に限る。 



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

一時保護施設 

12 特別育成費加

算（私立高校等

入学一時金） 

私立高校等の

入学に要する

諸経費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

私立の高校等 

150,000 円 

（年額） 

単価×私立高等学校等在学児童

数 

在 学 証 明

書 

 私立高等学校等に

進学する場合に、入

進学支度金加算に加

算して支弁する。 

 

 原則として新たに

第１学年に進学する

者を対象とするが、

措置等により転校す

る場合で制服等に指

定がある場合につい

ては、第１学年以外

であっても対象とす

る。 

13 学習支援費加

算 

学習習慣の定

着や学力向上

のために学習

支援を行うた

めの経費 

（小学生・中学

生・特別支援学

校高等部・高校

等・義務教育卒

業後の年齢で

高校等に通学

していない者） 

 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

実費（国基準を

超える額） 

 

（１）地域人材・NPO 法人等を活

用した学習支援に係る経費の実

費 

（謝礼、報酬、交通費、教材費等

を対象とし、食費は除く） 

 

（２）里親、施設職員が行う学習

支援に係る経費の実費 

（教材費等） 

 

（３）塾及び家庭教師に係る経

費の実費 

 

（１）係る

経 費 の 領

収書、契約

書等（法人

が 人 材 を

直 接 雇 用

す る 場 合

は 対 象 者

へ の 給 与

支 給 額 が

確 認 で き

る書類） 

 

（２）係る

経 費 の 領

収書等 

 

（３）塾・

家 庭 教 師

を 利 用 し

 （１）の人材を法人

が直接雇用する場合

については、同一職

員に対して加配職員

雇用費加算との併用

はできない。 

 

 （１）の人材を雇用

する際の支弁は、法

定福利費等を含む法

人が経費を負担する

額を対象とする。た

だし、別表第３に掲

げる加配職員雇用費

加算における自立支

援・学習支援員に係

る月例給相当額及び

賞与相当額の合計額

を限度とする。 

 



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

た 際 の 領

収書、契約

書等 

 

 

 国基準における

「教育費（学習塾

費）」、「特別育成費

（補習費）」及び「特

別育成費（補習費特

別保護単価）」の対象

となる経費について

は、国基準を超える

額を本費目により支

弁する。 

 

 一時保護施設にお

いては、児童相談所

長が特に必要と認め

た者に限る。 

14 高校等特別行

事・実習等加算 

学校が指定す

る実習等の参

加に係る経費

（特別支援学

校高等部・高等

学校等） 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

実費 学校が指定するボランティア実

習及び職場体験実習等に係る実

費 

学 校 長 に

よ る 証 明

書 

 

15 高学年児特別

夜食費 

中学生年齢以

上の者の夜食

に係る経費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

ファミリーホーム 

里親 

1,500 円 

（月額） 

単価×その月初日の中学生年齢

以上の児童数 

  

16 社会的自立支

援対策費 

自立のための

自己啓発や資

格取得等のた

めの経費（特別

支援学校高等

部・高校等最終

学年） 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

公立学校 

22,000 円 

（月額） 

私立学校 

28,000 円 

（月額） 

単価×その月の高等学校等最終

学年在籍児童数 

一時保護施設においては、単価

を上限として、実費を合算した

額。 

在 学 証 明

書 

 留年等により高等

学校等在籍中に 19

歳に達した者につい

ては、最終学年でな

くても措置解除月分

まで支弁可能とす

る。 

 

一時保護施設にお

いては、児童相談所



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

長が特に必要と認め

た者に限り、本費目

を数ヶ月分あらかじ

め支弁する等実情に

応じ柔軟な運用を認

める。 

17 感染症予防対

策費 

予防接種や検

便手数料等、感

染症予防のた

めに必要な経

費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

実費 予防接種や検便手数料等、感染

症予防のために必要な経費の実

費 

 

対 象 経 費

の 金 額 及

び 内 容 が

確 認 で き

る書類 

 予防接種について

は、定期接種及び全

ての任意接種につい

て医療機関における

自己負担額を支弁対

象とする。 

 

 国基準で支弁可能

な予防接種費用等に

ついては、本費目に

よらず、国基準の費

目で支弁する。 

 

 新型感染症の発生

等の場合など、医師

又は児童相談所長が

特に必要と認めた感

染症予防のための予

防接種等に係る費用

についても支弁可能

とする。 

母子生活支援施設 

里親登録前施設養

育実習受講者 

一時保護施設 

一時保護委託 

実費 新型コロナウイルス感染症対策

における PCR 検査のために必要

な経費の実費 

対 象 経 費

の 金 額 及

び 内 容 が

確 認 で き

る書類 

 

18 保険外療養費 入院の際の看

護料差額及び

室料差額 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所 

実費 医療費として支弁されない付き

添い看護料及び入室料差額（医

師の指示によるもの）の実費 

対 象 経 費

の 金 額 及

び 内 容 が

確 認 で き

る書類 

 



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

19 特別扶助費 運営費等 児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

4,000 円 

（月額） 

単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場

合は暫定定員。協定又は割愛の

場合は当該割当数） 

  

20 冷暖房費 児童のための

冷暖房費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

ファミリーホーム 

里親 

200 円（月額） 単価×対象月初日の児童数（一

時保護児童については、単価÷

30.4×その月の一時保護児延人

員数） 

  

21 期末一時扶助

費加算 

年末における

被服等の購入

費 

 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

ファミリーホーム 

里親 

250 円（年額） 単価×対象月初日の児童数   12 月を対象月と

する。 

22 新規委託児童

学用品費 

通学用学用品

購入費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

ファミリーホーム 

里親 

10,000 円 

（措置１件あた

り） 

単価×その月の新規措置義務教

育就学児童数 

在 学 証 明

書 

 

23 自立生活促進

費 

高等学校に在

学していない

未就労者が就

労するまでの

間の生活費 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

 

30,000 円 

（月額） 

単価×その月初日の対象者数   高等学校に在学し

ていない未就労者の

うち入所から６か月

以内の者を対象とす

る。 

 

24 寝具整備扶助

費 

寝具整備及び

衛生諸費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立生活援助

4,500 円 

（年額） 

単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場

合は暫定定員。協定又は割愛の

場合は当該割当数） 

  



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

事業所（Ⅰ型） 

25 行事費（給食

費） 

行事用給食費 児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

 

800 円（年額） 単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場

合は暫定定員。協定又は割愛の

場合は当該割当数） 

  

26 行事費（参加交

通費） 

行事用交通費 児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

 

乳幼児 

1,000 円 

（年額） 

その他 

1,500 円 

（年額） 

単価×その月の認可定員数 

（暫定定員が設定されている場

合は暫定定員。協定又は割愛の

場合は当該割当数） 

  乳幼児については

４月１日時点の人数

を適用し、その他に

ついては定員から上

記幼児数を差し引い

た人数を適用する。 

27 夏季転住費 夏季転住に係

るバス借上費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

 

実費 夏季転住に係るバス借上費及び

有料道路に係る経費の実費 

係 る 経 費

の証明書 

 各施設年１回の支

弁を限度とする。 

28 里親手当加算 当該児童に係

る委託手当 

里親 35,000 円 

（月額） 

単価×その月の児童数   

29 医療機関診断

書文書料 

医療機関で診

断書を発行す

るための文書

料 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

実費 文書料の実費 係 る 費 用

の領収書 

里親以外について

は、児童の入所時等

や一時保護時に医療

機関の発行する診断

書等が必要な場合に

限る。 

30 ３歳未満児加

算 

３歳未満児の

養育に係る諸

経費 

里親 

ファミリーホーム 

5,000 円 

（月額） 

単価×その月初日の３歳未満児

童数 

  

31 学齢前教育費 学齢前児童の

教育に係る諸

経費 

里親 

ファミリーホーム 

7,000 円 

（月額） 

単価×その月初日の３歳以上学

齢前措置児童数（幼稚園就園児

を除く） 

  

32 障害児手当 障害を有する

児童の養育に

係る諸経費 

里親 

ファミリーホーム 

15,000 円 

（月額） 

単価×措置児童数 

 

特 別 支 援

学 校 の 在

学 証 明 書

若 し く は

身 体 障 害

 



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

者手帳、療

育 手 帳 又

は 精 神 障

害 者 保 健

福 祉 手 帳

の写し） 

33 里親・ファミリ

ーホーム新規

委託支度費 

新規委託児童

の養育に必要

な諸経費 

里親 

ファミリーホーム 

12,000 円 

（措置１件あた

り） 

単価×その月の新規措置児童数   

34 就職支度費加

算 

就職に必要な

寝具類及び被

服類等購入費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

50,000 円 

（解除月に１

回） 

単価×就職による措置解除・一

時保護解除児童数 

採 用 証 明

書 や 内 定

通 知 書 の

写し等、就

職 先 等 が

確 認 で き

る書類 

 就職の形態につい

ては正規雇用以外の

場合でも支弁するこ

とができる。 

  

 措置解除・一時保

護解除の月分として

１回限り支弁するこ

とができるものと

し、措置延長・一時保

護期間の延長を行う

場合は延長後に措置

解除・一時保護解除

となる月分として支

弁するものとする。 

 

一時保護施設にお

いては、児童相談所

長が特に必要と認め

た者に限る。 

 

措置解除・一時保

護解除後から継続し

て入所措置又は児童

自立生活援助事業を

利用する場合につい

ては、対象外とする。 

35 住居費加算 進学・就職等の 児童養護施設 実費（120,000 住居設定に係る実費 賃 貸 借 契  措置解除・一時保



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

理由で施設を

退所する児童

で家庭引取り

が困難な児童

に対する住居

設定費用 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

円を限度とす

る） 

約 書 の 写

し等、住居

に 係 る 費

用 が 確 認

で き る 書

類 

護解除の月分として

１回限り支弁するこ

とができるものと

し、措置延長・一時保

護期間の延長を行う

場合は延長後に措置

解除・一時保護解除

となる月分として支

弁するものとする。 

 

 一時保護施設にお

いては、児童相談所

長が特に必要と認め

た者に限る。 

36 大学入学支度

金 

対象校への入

学金及び授業

料等の経費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

416,000 円 

（解除月に１

回） 

単価×大学等への進学による措

置解除・一時保護解除児童数 

合 格 証 明

書等、進学

先 及 び 氏

名 が 確 認

で き る 書

類 

 対象となる学校等

は学校教育法に定め

る大学（定時制の課

程、通信制の課程及

び短期大学を含む）

とする。 

 

 措置解除・一時保

護解除の月分として

１回限り支弁するこ

とができるものと

し、措置延長・一時保

護期間の延長を行う

場合は延長後に措置

解除・一時保護解除

となる月分として支

弁するものとする。 

 

一時保護施設にお

いては、児童相談所

長が特に必要と認め

た者に限る。 

 



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

措置解除・一時保

護解除後から継続し

て入所措置又は児童

自立生活援助事業を

利用する場合につい

ては、対象外とする。 

37 専門学校入学

支度金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象校への入

学金及び授業

料等の経費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

100,000 円 

（解除月に１

回） 

単価×専門学校等への進学によ

る措置解除・一時保護解除児童

数 

合 格 証 明

書等、進学

先 及 び 氏

名 が 確 認

で き る 書

類 

 対象となる学校等

は学校教育法に定め

る高等専門学校、専

修学校、各種学校及

びその他の法令に定

めがある教育施設と

する。 

 

 措置解除・一時保

護解除の月分として

１回限り支弁するこ

とができるものと

し、措置延長・一時保

護期間の延長を行う

場合は延長後に措置

解除・一時保護解除

となる月分として支

弁するものとする。 

 

一時保護施設にお

いては、児童相談所

長が特に必要と認め

た者に限る。 

 

措置解除・一時保

護解除後から継続し

て入所措置又は児童

自立生活援助事業を

利用する場合につい

ては、対象外とする。 



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

38 里親委託・自立

支援推進費 

措置解除又は

措置変更の際

の調整や相談

支援等に必要

な経費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

ファミリーホーム 

里親 

実費 対象者１人あたり年間５万円を

限度とする対象経費の実費 

 

対 象 児 童

の氏名・所

要経費・指

導内容・訪

問 先 等 が

確 認 で き

る書類 

 措置解除・措置変

更に向けた調整や措

置解除・措置変更後

の相談支援等を行う

場合を対象とし措置

解除、措置変更後及

び児童自立生活援助

事業の実施を解除さ

れた際には、退所日

の翌日から５年間を

支弁対象とする。な

お、児童自立生活援

助事業所Ⅱ型または

Ⅲ型において当該支

援を実施した場合

は、それぞれの事業

を運営する支弁対象

欄に掲げる施設等に

対し、経費を支弁す

るものとする。 

 

 対象経費は交通

費、食糧費、会場費、

消耗品費、宿泊費等

（人件費を除く）と

する。 

 

 同伴する職員・里

親に係る経費を含む

こととし、食糧費に

ついては食事等１人

１回あたり 2,000 円

を限度とする。 



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

里親が措置決

定後に相談支

援を受けるた

め施設等を訪

問する際に必

要な交通費の

実費 

里親 対象者１人あたり年間５万円を

限度とする対象経費の実費 

 

対 象 児 童

の氏名・所

要経費・訪

問 先 等 が

確 認 で き

る書類 

里親措置決定後の相

談支援を受ける場合

の里親及び児童に係

る交通費を対象とす

る。 

里親・施設の児

童が本市の社

会的養護自立

支援拠点事業

を利用する際、

個別相談や講

習会等への参

加に必要な交

通費の実費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

ファミリーホーム 

里親 

川崎市社会的養護

自立支援拠点事業

利用者 

 対象者１人あたり年間５万円を

限度とする対象経費の実費 

 

対 象 児 童

の氏名・所

要経費・訪

問 先 等 が

確 認 で き

る書類 

川崎市社会的養護自

立支援拠点事業を利

用する際の里親、施

設職員等の同伴者及

び児童に係る交通費

を対象とする。なお、

児童自立生活援助事

業所Ⅱ型またはⅢ型

における職員等の同

伴者に係る交通費に

ついては、それぞれ

の事業を運営する支

弁対象欄に掲げる施

設に対し、経費を支

弁するものとする。 

39 委託前養育生

活費等支援費 

里親委託のた

めの調整機関

における生活

費及び交通費

の支給 

里親 5,400 円（１人

あたり日額） 

単価×対象児童数 対 象 児 童

の氏名・所

要経費・訪

問 先 等 が

確 認 で き

る書類 

対象経費は「里親へ

の委託前養育等支援

事業の実施につい

て」（子発 0130 第２

号令和２年１月 30

日）の定めるところ

による。 

40 里親認定・更新

研修等支援費 

里親認定研修・

更新研修等に

参加する際の

交通費の支給 

里親 （１）研修受講

旅費 

県内で行われる

場合 

１件当たり日額 

3,490 円 

単価×対象件数 研 修 実 施

日時・所要

経費・訪問

先 等 が 確

認 で き る

書類 

対象経費は「里親へ

の委託前養育等支援

事業の実施につい

て」（子発 0130 第２

号令和２年１月 30

日）の定めるところ



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

県外で行われる

場合 

ア．宿泊を伴わ

ない場合 

１件当たり日額 

25,540 円 

イ．宿泊を伴う

場合 

（１泊２日の場

合） 

１件当たり 

33,790 円 

（２泊３日の場

合） 

１件当たり 

42,040 円 

（上記以外の場

合） 

１件当たり 

50,290 円 

（２）テキスト

費用 

１研修当たり 

20,000 円 

（３）考査代 

１研修当たり 

9,000 円 

による。 

41 一時保護助成

費 

一時保護児童

への対応に必

要な諸経費 

一時保護委託 

（里親） 

1,962 円 

（日額） 

単価×一時保護委託児童数   

 

 

 

 

一時保護委託 

（その他市内一時

保護委託先） 

420 円（日額） 

42 施設等による

里親支援推進

費 

施設等におい

て里親を対象

とした相談支

援や連絡会、交

流会、研修、実

児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

実費 

（里親に係る交

通費等について

は１回１人あた

り 1,000 円） 

講師謝礼 

１回あたり20,000円を上限と

する実費 

 

会場費及び事務費 

研 修 等 の

内 容 及 び

出 席 者 数

が 確 認 で

きる資料 

講師謝礼は、研修

等実施者が外部から

講師を招き、外部へ

の謝礼が発生した場

合に支弁対象とす



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

習、ボランティ

ア等を実施す

る際の諸経費 

ファミリーホーム １回あたり10,000円を上限と

する実費 

 

実習・ボランティア受け入れ対

応費：里親１人あたり１日 1,000

円（単価） 

 

里親に係る交通費等 

 １回１人あたり 1,000 円（単

価） 

係 る 経 費

の 領 収 書

等（講師謝

礼 に つ い

ては氏名・

役 職 等 を

記 載 し た

領 収 書 を

受 領 し 写

し を 提 出

すること） 

里 親 に 係

る 交 通 費

等 に つ い

て は 里 親

か ら 受 領

し た 領 収

書の写し 

る。 

 研修等を実施する

施設等を会場とする

場合は会場費の支弁

対象外とする。 

 事務費においては

消耗品費、資料等の

購入・印刷費、茶菓代

等を支弁可能とす

る。 

 里親に係る交通費

等は施設等から参加

した里親へ交付し、

施設等が里親から領

収書を受領するこ

と。 

43 法外扶助費 現に又は将来

にわたり、児童

等の福祉に著

しい支障を及

ぼすとされる

事象で、本基準

のその他の費

目の適用が無

い事項に対す

る経費 

児童養護施設 

児童自立支援施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

実費 対象経費の実費 市 長 が 必

要 と 認 め

る書類 

 

44 施設人材育成

支援費 

施設等におい

て事例検討会

や人材育成に

向けた研修等

を実施する際

の諸経費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

ファミリーホーム 

実費 

 

講師謝礼 

１回あたり20,000円を上限とす

る実費 

 

会場費及び事務費 

１回あたり10,000円を上限とす

る実費 

 

研 修 等 の

内 容 及 び

出 席 者 数

が 確 認 で

きる資料 

係 る 経 費

の 領 収 書

等（講師謝

講師謝礼は、研修

等実施者が外部から

講師を招き、外部へ

の謝礼が発生した場

合に支弁対象とす

る。 

 研修等を実施す

る施設等を会場とす



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

礼 に つ い

ては氏名・

役 職 等 を

記 載 し た

領 収 書 を

受 領 し 写

し を 提 出

すること） 

る場合は会場費の支

弁対象外とする。 

 事務費において

は消耗品費、資料等

の購入・印刷費、茶菓

代等を支弁可能とす

る。 

45 児童養護施設

等従事職員相

談支援体制整

備費 

児童養護施設

等に従事する

職員に対して、

児童相談所 OB

等を活用した

スーパーバイ

ズ等の相談支

援体制等の整

備に対する経

費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立支援施設 

母子生活支援施設 

児童自立生活援助

事業所Ⅰ型 

実費 

 

年額 547,000 円を上限とする実

費 

対 象 経 費

が 確 認 で

きる資料 

 対象経費は「児童

養護施設等体制強化

事業の実施につい

て」（子発 0417 第５

号平成 31 年４月 17

日）の定めるところ

によるものとする。 

46 初年度加算（開

設費用） 

新規に開設す

るための家屋

借り上げに要

する仲介手数

料等の経費（敷

金等賃貸借契

約を解除する

際に返還され

る 経 費 を 除

く。）。新規に開

設する場合の

ほか、市長が転

居の必要があ

ると認め転居

後も運営を継

続する場合も

これを準用し

補助する。な

お、その立ち退

児童養護施設（地域

小規模児童養護施

設及び分園型小規

模グループケアに

限る） 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

ファミリーホーム 

実費（750,000

円を限度とす

る） 

対象経費の実費 賃 貸 借 契

約 書 の 写

し等、係る

費 用 が 確

認 で き る

書類 

新設により開所し

た児童自立生活援助

事業所（児童自立生

活援助事業所Ⅲ型を

除く。）にあっては、

初めて児童を受託し

た日の属する月から

算定する。 



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

き補償料等が

支給された場

合は同額を控

除する。 

47 移転費 移転に伴う家

具什器等の運

送及び移転に

あたっての諸

経費。ただし、

新規に開設す

る場合及び市

長が転居の必

要があると認

め転居後も運

営を継続する

場合に限る。 

児童養護施設（地域

小規模児童養護施

設及び分園型小規

模グループケアに

限る） 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

ファミリーホーム 

実費（500,000

円を限度とす

る） 

対象経費の実費 係 る 経 費

の 領 収 書

等 

 

48 養育者手当加

算 

施設の運営に

必要な経費 

ファミリーホーム 各月初日の措置

児童在籍 

数により加算す

る。  

4 人 以 下 ：

250,000 円  

5 人：140,000 円  

6 人：30,000 円 

単価   

49 運営諸経費基

準額 

養育における

人件費及び指

導費並びに運

営に係る諸経

費 

ファミリーホーム 各月初日の措置

児童在籍 

数により加算す

る。  

4 人 以 下 ：

120,000 円  

5 人：94,000 円  

6 人：76,000 円 

単価   

50 建物賃借料 国基準を除く

賃借料及び管

理費・共益費等 

児童養護施設（地域

小規模児童養護施

設及び分園型小規

模グループケアに

限る） 

実 費 （ 月 額

150,000 円を限

度とする） 

対象経費の実費  賃 貸 借 契

約 書 の 写

し等、係る

費 用 が 確

認 で き る

家賃・礼金について

は国基準で支弁 

新設により開所した

児童自立生活援助事

業所（児童自立生活



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

ファミリーホーム 

書類 援助事業所Ⅲ型を除

く。）にあっては、初

めて児童を受託した

日の属する月から算

定する。 

51 賃貸借契約更

新料 

国基準を除く

家屋借上げの

賃貸借契約の

更新に要する

費用。ただし、

賃貸借契約を

解除する際に

返還される経

費を除く。 

児童養護施設（地域

小規模児童養護施

設及び分園型小規

模グループケアに

限る） 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

ファミリーホーム 

実 費 （ 年 額

250,000 円を限

度とする） 

対象経費の実費 賃 貸 借 契

約 書 の 写

し等、係る

費 用 が 確

認 で き る

書類 

家賃・礼金について

は国基準で支弁 

52 施設運営管理

費 

運営上必要な

光熱水費等維

持管理費及び

備品等の購入・

修理・廃棄等に

要する経費 

地域小規模児童養

護施設 

3,000 円（月額） 単価×対象月初日の児童数   

53 対応困難児特

別加算 

児童の日用生

活諸費 

ファミリーホーム 10,000 円（月

額） 

単価×対象児童数 特 別 支 援

学 校 の 在

籍証明書、

身 体 障 害

者手帳、療

育 手 帳 又

は 精 神 障

害 者 保 健

福祉手帳 

 特別支援学校の在

籍児童、身体障害者

手帳・療育手帳・精神

障害者保健福祉手帳

を所持している児童

及び中学 3 年生年齢

以上の児童を対象と

する。 

54 運営経費 施設の運営経

費 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

 

7,500 円（月額） 単価×対象月初日の児童数   

55 目標自己決定

加算 

別表第２附表

に定める経費 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

 

30,000 円（１件

あたり） 

単価×対象児童数 別 表 第 ２

附 表 に 定

めるもの 

 別表第２附表に定

める加算の条件を満

たすもの 

56 面談継続加算 別表第２附表

に定める経費 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

3,000 円（月額） 単価×対象児童数 別 表 第 ２

附 表 に 定

 別表第２附表に定

める加算の条件を満



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

 めるもの たすもの 

57 就労支援加算

（就労時加算） 

別表第２附表

に定める経費 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

 

73,000 円（１人

あたり） 

単価×対象児童数 別 表 第 ２

附 表 に 定

めるもの 

 別表第２附表に定

める加算の条件を満

たすもの 

58 就労支援加算

（就労定着時

加算） 

別表第２附表

に定める経費 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

 

50,000 円（1 人

あたり） 

単価×対象児童数 別 表 第 ２

附 表 に 定

めるもの 

 別表第２附表に定

める加算の条件を満

たすもの 

59 児童スキルア

ップ支援加算 

別表第２附表

に定める経費 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

 

実支出額の８割

または実費（１

人 あ た り

94,000 円を限

度とする） 

単価×対象児童数 別 表 第 ２

附 表 に 定

めるもの 

 別表第２附表に定

める加算の条件を満

たすもの 

60 目標達成加算 別表第２附表

に定める経費 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

 

137,510 円（１

人あたり） 

単価×対象児童数 別 表 第 ２

附 表 に 定

めるもの 

 別表第２附表に定

める加算の条件を満

たすもの 

61 保育所費（病

児・病後児保育

料） 

病児保育事業

及び病後児保

育事業の利用

にかかる経費 

里親 

ファミリーホーム 

 

2,500 円（1日あ

たり） 

単価×利用日数 領 収 書 等

利 用 日 数

の わ か る

もの 

 

62 障害者グルー

プホーム入所

体験料 

障害者の日常

生活及び社会

生活を総合的

に支援するた

めの法律に基

づく共同生活

援助事業所の

入所体験に要

する経費 

児童養護施設 

乳児院 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

 

実費 対象経費の実費（障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律による補助額

を除いた額） 

請求書等  入所体験を実施し

ている障害者グルー

プホームへ児童等を

一時保護委託した場

合、対象経費の実費

から、一般生活費、冷

暖房費及び期末一時

扶助費を控除した金

額を対象経費とす

る。 

63 就職支度費 児童の就職に

際し必要な寝

具類、被服類、

住居費及び生

活費等 

一時保護施設 496,100 円 

（解除月に１

回） 

単価×就職による一時保護解除

児童数 

採 用 証 明

書 や 内 定

通 知 書 の

写し等、就

職 先 等 が

確 認 で き

る書類 

就職の形態につい

ては正規雇用以外の

場合でも支弁するこ

とができる。 

 

 扶養義務者からの

金銭的支援が望めな

い者のうち、児童相



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

談所長が特に必要と

認めた者に限り、一

時保護解除の月分と

して１回限り支弁す

ることができる。一

時保護期間の延長を

行う場合は延長後に

一時保護解除となる

月分として支弁する

ものとする。 

 

 一時保護解除後か

ら継続して、入所措

置又は児童自立生活

援助事業を利用する

場合については、対

象外とする。 

64 大学進学等自

立生活支度費 

進学に際し必

要な学用品、参

考図書類、住居

費及び生活費

等 

一時保護施設 496,100 円 

（解除月に１

回） 

単価×進学による一時保護解除

児童数 

合 格 証 明

書等、進学

先 及 び 氏

名 が 確 認

で き る 書

類 

対象となる学校等

は「児童福祉法によ

る児童入所施設措置

費等国庫負担金（大

学進学等自立生活支

度費）の交付の取扱

いについて（平成 

18 年６月 27 日雇児

福発第 0627002 号）」

に定めるところによ

る。  

 

 扶養義務者からの

金銭的支援が望めな

い者のうち、児童相

談所長が特に必要と

認めた者に限り、一

時保護解除の月分と

して１回限り支弁す

ることができる。一



 費目 経費の使途 支弁対象及び単価 算式 必要書類等 備考 

時保護期間の延長を

行う場合は延長後に

一時保護解除となる

月分として支弁する

ものとする。 

 

一時保護解除後か

ら継続して、入所措

置又は児童自立生活

援助事業を利用する

場合については、対

象外とする。 

65 生活諸費加算 

（物価高騰分） 

原油価格・物価

高騰の影響を

受け、それに対

応するための

経費 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

乳児院 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

ファミリーホーム 

里親 

15,000 円（１人

あたり） 

単価×令和８年１月の認可定員

数又は受託児童数 

（暫定定員が設定されている場

合は暫定定員） 

  

66 医療機関予約

料 

精神科受診等

に係る予約料 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立生活援助

事業所 

ファミリーホーム 

里親 

一時保護施設 

一時保護委託 

実費 対象経費の実費 係 る 経 費

の 領 収 書

等 

対象となる経費は

受診の際に予約料の

支払いが必要であ

り、かつその医療機

関への通院が児童等

にとって、必要な場

合に限る。自己都合

等による予約により

生じた経費は支弁対

象外とする。 

 



別表第２附表 
加算対象者の要件及び援助内容 

項目 経費の使途 加算対象者の要件等 援助内容 備考 

目標自己決定加算 ・新規入居者の自己決定意識の醸

成、自己決定権の尊重 

・新規入居者の自立目標設定に関

する援助 

対
象 

・新規入居者のうち、次の要件を満たす者 ・新規入居者の主体的な目標設定及び課題整理のため

の徹底したコミュニケーションの実施 

・シートに記載するほかに、自立援助ホーム独自で面接

内容のわかる記録を自立援助ホーム保管資料として作

成・保管 

・入居してから概ね１か月以内に目標

設定シートを完成できるよう努める

ものとする。 

要
件 

・入居者、自立援助ホーム職員双方の合意に

基づく目標設定・確認シートの策定 

・目標設定及び課題整理のための面談の実施 

面談継続加算 ・現状の分析と課題の克服に向け

た指導 

・当初決定した入居者自身の目的

意識の確認と、生活等の中で見出

せた新たな目標の設定と、それに

対する多角的な支援の検討 

対
象 

・目標設定・確認シート策定月の翌月より、

次の条件のいずれも満たす場合に加算の対

象となる。 

・未就労時における就職活動の内容の振り返りや、就労

児童の就労状況の確認、その中で発生した課題等をコ

ミュニケーションを交わす中で洗い出し、当初に自己

決定した目標との比較・検討を行い軌道修正を職員と

ともに行う。 

・要件が満たされれば、自立援助ホー

ム退居時まで毎月加算対象となる。 

要
件 

・入居者 1 人につき、月当たり 4 時間以上の

面談を行う。 

・4 時間のうち最低 1 時間以上はホーム長と

の面談とする。 

・面談継続シートの策定 

就労支援加算 

（就労時加算） 

・無職者の就職に対する促進 

・入居者の自己現実に必要な就労

支援活動の円滑化 

対
象 

・無職状態（アルバイトは含まない）から次

の要件をいずれも満たして新たに就労をし

た者（入居者 1 人につき 1 回限り） 

就労のため、次の援助を実施する 

・就職に対する意識の醸成のための指導（就職に対する

興味、希望及び能力の客観的把握） 

・就職活動予定表の作成 

・就職先情報の提供 

・雇用主の開拓（訪問アプローチ等） 

・面接及び就職準備にかかる事務に関する援助 等 

・正規雇用の前段として、試用期間（ア

ルバイト期間等含む）を設ける場合

は、その期間が過ぎ、正規雇用になっ

た時点が本加算の対象時点となる。 

・入居時に就労先が決定している場合

は加算の対象外とする。 要
件 

・1 日 6 時間以上かつ週 5 日程度の勤務（概

ね週 30 時間以上） 

・就労証明書の発行（正規雇用と判断できる

内容が記載してあること。例えば雇用期間の

定めがない、雇用保険に加入等） 

就労支援加算 

（就労定着時加算） 

・就労定着に対する支援活動の標

準化 

・継続的な就労機会の確保による

対
象 

・次の要件を満たす者（入居者 1 人につき 1

回限り） 

就労定着のため、次の援助を実施する 

・自立援助ホーム職員による就労状況の把握（就労先と

の連携強化・入居者本人との情報交換等） 

・就労を開始し、３か月以内に離職し

た場合で再度就労を行い3か月経過し

た場合は、就労支援加算（就労時加算）要件 ・就労を開始してから 3 か月が経過 



 

自立準備 ・3 か月の間に 2 日以上の欠勤及び遅刻がな

いこと（要証明） 

・安定した生活習慣維持のための援助・指導 

・職場での就労を円滑にするための援助（金銭・人間関

係等のトラブル回避） 

・その他必要な援助 

は対象外だが、就労支援加算（就労定

着時加算）は１回に限り加算しても差

し支えない。 

スキルアップ支援加

算 

・定時制高等学校への通学や、各種

資格取得に対する援助 
対
象 

入居者のうち、資格取得に向けた意欲があ

り、就職又はその後の自活継続に資格取得が

有効であるとホーム長が認めたもの（入居者

１人につき１回限り） 

・入居者の適正及び能力を踏まえた資格取得に関する

援助 

・資格取得目標達成に向けた援助 

・その他必要な援助 

補助対象経費は次のとおり 

・各種資格取得に要する経費（検定料・

講習受講料・テキスト代等） 

・定時制高校その他学校教育法に定め

る専修学校へ入学する際の各種費用

（授業料は除く） 

・その他市長が認めたもの（通学交通

費は除く） 

要
件 

・ホーム長の意見書の添付 

・費用（受講料・検定料・入学費等）の内訳

がわかる書類の添付 

目標達成加算 ・入所者の自立目標の達成に向け

たきめ細やかな援助の実施 

・入所者の自立目標の達成に向け

た入所固有の問題の解決に対する

援助の促進 

対
象 

・入居者が自ら設定した自立目標（社会で自

立した生活を送る上で必要な水準以上）を達

成したと入居者自身が評価・認識し、ホーム

長が確認して退居した者 

入居者固有の問題の解決に対する多様な援助を実施。

また、次の視点から目標レベルを評価 

・日常生活（例えば毎月の預金、規則正しい生活、定期

的な通院による健康維持） 

・就労定着（例えば月○○万円以上の収入、○○分野へ

の就職） 

・人間関係（例えば挨拶の励行、ホームや職場内で良好

な人間関係を保つ） 

・その他（例えば生きていく上での目標を見つける） 

 

要
件 

・目標設定・確認シートに基づく援助を行い、

入居者自身が設定した目標（社会で自立した

生活を送る上で必要な水準以上）を達成して

いること 

・目標設定・確認シートに基づく援助を行い、

目標を達成したことが分かる書類 



 別表第３（第４条関係） 

処遇改善費（市加算）事務費単価算定表 

１ 加算総額の算定式 

 費目 細目 細目単価 加算総額算式 備考 

１ 管 理 費

加算 

加配職員管

理費 

家庭福祉課長通

知に定める対象

施設の管理費単

価÷国配置職員

数×０．３ 

細目単価×加配職員数×定員

（暫定定員が設定されている

場合は暫定定員。協定又は割愛

の場合は当該割当数）×対象月

数 

国事務費管理費単価は、児童保護措置費の算定基礎となる事

務費に係る管理費単価とし、配置改善加算分保護単価が適用さ

れる施設については、該当する配置改善分に係る管理費単価を

適用する。 

 

国配置職員数は、児童保護措置費の算定基礎となる職員数と

し、配置改善分保護単価が適用される施設については当該保護

単価の算定基礎となる職員数とするが、その他の加算費目に係

る職員については除くものとする。 

施設賠償保

険料加算 

20,000 円（年額）  

２ 加 配 職

員 雇 用

費加算 

基本分 別表第３附表に

定める職種別単

価 

 

常勤（月額）及び加算（月額）

職員 

【月例給相当額】 

細目単価×対象職員数×配置

月数 

【賞与相当額】 

細目単価×対象職員数×賞与

月数 

なお、ショートステイ対応職員

については、月例給相当額と賞

与相当額の合計額に、３に定め

る加算率算定表により算定さ

れた加算率を乗じた上で支弁

するものとする。 

 

 対象職員数は別表第３附表に定める人数を上限に、児童保護

措置費の算定基礎となる職員数を超えて配置した人数とする。 

 

 心理士、家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員について

は、「家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、心理療法担当

職員、個別対応職員、職業指導員及び医療的ケアを担当する職

員の配置について」（平成 24年 4月 5 日雇児発 0405 第 11 号）

に定める加配上限を超えて職員を配置した場合に適用となる。 

 

 月例給相当額については、各月初日に対象施設に配置され、

当月分の給与の支給対象となる職員を対象とする。 

 

 賞与相当額については、6 月と 12 月の各月初日に対象施設に

配置され、事業者の給与規定等に基づき賞与の支給対象となる

職員を対象とする。 

 

 給与分及び賞与分の対象職員については、休職中など、施設

に配置されていない職員については対象外とする。 

 

 月の途中で施設が開設される場合や認可事項に変更が生じ

た場合等については、当該開設日等を月初日と読み替えて適用

する。ただし、対象となる職員は、当該月の初日から雇用され、

当該月分の給与の支給対象となる者に限ることとする。 

非常勤（月額）職員 

細目単価×対象職員数×配置

月数 

非常勤（日額）職員 

細目単価×対象職員数×配置

日数（年 120 日を限度とする） 



 費目 細目 細目単価 加算総額算式 備考 

賞与相当額の月数は、国措置費の算定基礎となる人事院勧告

における年間支給月数とし、6月と 12月に、それぞれ年間支給

月数の 2分の１を賞与月数として加算する。 

 

 月 120 時間以上（勤務日数は不問）の勤務時間がある非常勤

職員については、常勤（月額）の職種について常勤職員とみな

して加算することができる。  

 なお、賞与相当額については、当該職員が事業者の定める給

与規定に基づき、常勤職員と同等若しくは勤務日数等に応じ常

勤職員に準じた水準で賞与を支給される場合に限り加算対象

とする。 

 

 常勤（月額）の職種について、常勤職員に代えて非常勤職員

を複数名雇用し、その勤務時間の合計が月 120 時間以上の場合

には、月 120 時間以上ごとに 1 名分を常勤とみなして月例給相

当額を加算（賞与相当額は加算対象外）することができる。 

ただし、当該措置による加算人数は通常の常勤職員と合わせ

て別表第３附表に掲げる人数を限度とし、該当する職種の任用

資格を有するものに限り加算の対象とすることができる。 

 

 常勤（月額）の対象となる職員が育児休暇・病気休暇等を取

得する場合で代替として非常勤職員、臨時職員、派遣職員等を

活用して対応する際には、その勤務時間の合計が月 120 時間以

上の場合には、月 120 時間以上ごとに 1 名分を常勤とみなして

月例給相当額を加算（賞与相当額は加算対象外）することがで

きる。 

ただし、本来の加算対象である職員が復帰することを目指す

場合に限り、当該職員が退職した場合には退職日の翌月から本

措置の対象外とする。 

 

民間施設給

与等改善費 

 基本分の総額×民間給与等改

善費加算率 

 民間給与等改善費加算率は、児童保護措置費の算定基礎とな

る民間給与等改善費加算率と同率とする。 

 

２ 費目単価の算定式 

 費目  

１ 管理費加算 加算総額÷定員（暫定定員が設定されている場合は暫定定員。協定又は割愛の場合は当該割当数）÷対象月数 

２ 加配職員雇用費加算 加算総額÷定員（暫定定員が設定されている場合は暫定定員。協定又は割愛の場合は当該割当数）÷対象月数 



３ ショートステイ対応職員の加算率算定表 

 

①一昨年度ショート・デイステイ利用実績値の入力
施設名 利用実績 定員

⇒ 0
⇒ 0

⇒ 0
⇒ 0
⇒ 0
⇒ 0

合計 0 0 （あ）

②占有率の計算 ポイント表
施設名 実績値 占有率 ポイント① 占有率 ポイント

0 #DIV/0! 0～5％未 -2
0 #DIV/0! 5～10％未 -1
0 #DIV/0! 10～15％未 0
0 #DIV/0! 15～20％未 1
0 #DIV/0! 20～27％未 2
0 #DIV/0! 27～35％未 3
0 （あ） 35％～ 4

↑全体のショートデイ利用数

③各施設ごとの一昨年度利用実績の判定（（あ）の中央値をもとに実績を反映）

実績値判定 ポイント表 施設名 実績値 ポイント②
40% （－61％～） 0日未満 -4 0
40% （～－60％） 0日まで -3 0
50% （～－50％） 0日まで -2 0
60% （～－40％） 0日まで -1 0
80% 0日まで 0

0日 0
120% 0日まで 0 （あ）
140% （～＋４０％） 0日まで 1
165% （～＋６0％） 0日まで 2
180% （～＋８０％） 0日まで 3
180% （＋81％～） 0日まで 4

④ポイント合計から加算率を算出する
施設名 ポイント合計 加算率

-6 0.5 0 ⇒
-5 0.6 0 ⇒
-4 0.7 0 ⇒
-3 0.8 0 ⇒
-2 0.9 0 ⇒
-1 1 0 ⇒
0 1
1 1
2 1.01
3 1.02
4 1.03
5 1.05
6 1.07
7 1.09
8 1.1

実績値再計算（全施設10名定員とした場合の利用実績）

（－20％）

中央値
（＋20％）

0.0

ポイント合計と雇用費倍率



 別表第３附表 

処遇改善費（市加算）事務費加配職員一覧表 

 

 職種 配置区分 職種別単価 対象施設 配置人数 

１ 直接処遇職員 

（児童指導員・

保育士等） 

常勤 

（月額） 

家庭福祉課長通知に定められた児童保護措置

費の算定基礎となる児童福祉施設等職員の本俸

基準額に定める各施設類型における児童指導員

の本俸基準額（月額） 

 

対象となる職員は児童指導員・保育士等の有資

格者とし、特殊業務手当基準額及び各施設類型に

おける児童指導員に係る特殊業務手当基準額を

加算する。また、児童心理治療施設における対象

職員については、児童と起居をともにする児童指

導員に係る特殊業務手当基準額を加算する。 

児童養護施設 

（地域小規模児童

養護施設を除く。

以下同じ。） 

児童心理治療施設 

 

児童養護施設又は児童心理治療施設の

認可定員数÷３－児童保護措置費の算定

基礎となる直接処遇職員数 

 

【小規模グループケア導入施設】 

児童養護施設又は児童心理治療施設の

認可定員数－児童保護措置費の算定基礎

となる直接処遇職員数（小規模グループ

ケア加算職員を含む） 

 

加配人数は認可定員÷1.5 人を上限と

する。 

 

 

乳児院 認可定員数×1.12－児童保護措置費の

算定基礎となる直接処遇職員数 

 

【小規模グループケア導入施設】 

認可定員数×1.4－児童保護措置費の

算定基礎となる直接処遇職員数（小規模

グループケア加算職員を含む） 

 

加配人数は認可定員÷２人を上限とす

る。 

常勤 

（月額） 

 

 

児童養護施設における単価と同様 

 

地域小規模児童養

護施設 

児童自立生活援助

事業所（Ⅰ型） 

１人 

 

上記人数を超えて職員を地域小規模児

童養護施設又は自立援助ホーム（以下「施

設等」という）の専任職員として配置し

た場合には、当該施設等を設置する事業

者の児童養護施設において加算可能な直

接処遇職員（児童指導員・保育士等）数

の範囲内で、加配職員雇用費加算を支弁



 職種 配置区分 職種別単価 対象施設 配置人数 

することができる。その場合において、

管理費加算については施設等に配置され

た職員分についても加算対象とする。 

非常勤 

（月額） 

地域小規模児童養護施設 122,240 円（月額） 

児童自立生活援助事業所（Ⅰ型） 187,800 円（月

額） 

１人 

 

２ 栄養士 常勤 

（月額） 

児童保護措置費の算定基礎となる児童福祉施

設等職員の本俸基準額に定める各施設類型にお

ける栄養士の本俸基準額（月額） 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

 

※定員４０人以下

の施設に限る 

１人 

３ 心理士 常勤 

（月額） 

児童保護措置費の算定基礎となる児童福祉施

設等職員の本俸基準額に定める児童心理治療施

設における心理療法担当職員の本俸基準額（月

額） 

 

特殊業務手当基準額を加算した額とし、セラピ

ストに係る特殊業務手当基準額を加算する。 

児童養護施設 

乳児院 

児童心理治療施設 

２人 

４ 地域コーディ

ネーター 

常勤 

（月額） 

児童保護措置費の算定基礎となる児童福祉施

設等職員の本俸基準額に定める児童養護施設に

おける主任児童指導員の本俸基準額（月額） 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

 

 

１人 

５ 家庭支援専門

相談員 

常勤 

（月額） 

児童保護措置費の算定基礎となる児童福祉施

設等職員の本俸基準額に定める乳児院における

家庭支援専門相談員の本俸基準額（月額） 

乳児院 １人 

６ 里親支援専門

相談員 

常勤 

（月額） 

児童保護措置費の算定基礎となる児童福祉施

設等職員の本俸基準額に定める乳児院における

家庭支援専門相談員の本俸基準額（月額） 

乳児院 １人 

７ 学習支援員 常勤 

（月額） 

児童保護措置費の算定基礎となる児童福祉施

設等職員の本俸基準額に定める児童養護施設に

おける職業指導員の本俸基準額（月額） 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

 

 

１人 

８ ショートステ

イ対応職員 

常勤 

（月額） 

児童保護措置費の算定基礎となる児童福祉施

設等職員の本俸基準額に定める各施設類型にお

ける児童指導員の本俸基準額（月額） 

 

対象となる職員は児童指導員・保育士等の有資

児童養護施設 

乳児院 

ショートステイ定員５人～９人の場合 

６人 

 

ショートステイ定員 10 人～14 人の場

合 ７人 



 職種 配置区分 職種別単価 対象施設 配置人数 

格者とし、特殊業務手当基準額及び各施設類型に

おける児童指導員に係る特殊業務手当基準額を

加算する。 

 

対象経費等は、「子ども・子育て支援交付金の

交付について」（令和５年９月７日こ成事第 481

号）に定めるところによる。 

 

以下定員５人の増ごとに１人加算 

９ 一時保護委託

業務専任職員 

常勤 

（月額） 

児童保護措置費の算定基礎となる児童福祉施

設等職員の本俸基準額に定める各施設類型にお

ける児童指導員又は保育士の本俸基準額（月額） 

 

対象となる職員が児童指導員・保育士等の有資

格者である場合は、特殊業務手当基準額を加算し

た額とし、各施設類型における児童指導員に係る

特殊業務手当基準額を加算する。 

児童養護施設 

乳児院 

１人 

10 医師加算 加算 

（月額） 

717,518 円（月額） 児童心理治療施設 １人 

 

医師を定数配置した場合に児童保護措

置費に加算して支給する。 

11 労働時間短縮

非常勤職員 

非常勤 

（日額） 

8,000 円（日額） 児童養護施設 

乳児院 

児童心理治療施設 

１人（年 120 日を限度とする） 

 

労働時間の短縮を図るため非常勤職員

を配置した場合に加算 

12 事務員・用務員

等 

非常勤 

（日額） 

6,590 円（日額） 児童養護施設 

乳児院 

児童心理治療施設 

１人（年 120 日を限度とする） 

13 育児指導担当

職員 

常勤 

（月額） 

児童保護措置費の算定基礎となる児童福祉施

設等職員の本俸基準額に定める乳児院における

児童指導員の本俸基準額（月額） 

 

対象となる職員は児童指導員・保育士等の有資

格者とし、特殊業務手当基準額及び各施設類型に

おける児童指導員に係る特殊業務手当基準額を

加算する。 

 

 対象経費等は、「乳児院等多機能化推進事業の

実施について」（平成 30年 3 月 28 日子発 0328 第

乳児院 １人 



 職種 配置区分 職種別単価 対象施設 配置人数 

7 号厚生労働省子ども家庭局）に定めるところに

よる。 

医療機関等連

絡調整員 

常勤 

（月額） 

児童保護措置費の算定基礎となる児童福祉施

設等職員の本俸基準額に定める乳児院における

児童指導員の本俸基準額（月額） 

 

対象となる職員は児童指導員・保育士等の有資

格者とし、特殊業務手当基準額及び各施設類型に

おける児童指導員に係る特殊業務手当基準額を

加算する。 

 

 対象経費等は、「乳児院等多機能化推進事業の

実施について」（平成 30年 3 月 28 日子発 0328 第

7 号厚生労働省子ども家庭局）に定めるところに

よる。 

いずれかの配置区分のうち 1人 

常勤 

（看護師） 

（月額） 

433,037 円（月額） 

非常勤 

（月額） 

187,800 円（月額） 

 


